
令 和 ５ 年 ５ 月 ２ 日  

              

和光市立白子小学校 保護者 様 

 

 

和 光 市 教 育 委 員 会 

教 育 長  石 川  毅 

 和 光 市 立 白 子 小 学 校 

校 長  佐 野  一 機 

 

 

「和光市立小・中学校における働き方改革」の改訂について 

 

緑風の侯、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

また、平素より、本市及び本校の学校教育振興にご理解、ご協力を賜り、感謝申し上げます。 

さて、和光市では、これまでも学校における働き方改革推進の取組として、平日夜間の電話

については音声対応機能付留守番電話による応対を行ってまいりましたが、令和４年１１月に

改訂した「和光市立小・中学校における働き方改革基本方針」の改訂を受け、令和５年４月よ

り電話対応の時刻を変更しております。また、教職員の退校時刻を各校で設定したり、中学校

では部活動ガイドラインの制定とそれに基づく活動を行ったりするようになっております。 

これらは、長時間に渡る勤務や負担を軽減・改善し、教職員が本来行うべき業務に力を注ぎ、

子どもと向き合う時間の確保を目的としております。保護者の皆様におかれましては、趣旨等

をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 開始日時    令和５年４月１日より 

 

２ 電話応対時間  小学校 午前８時３０分～午後５時 

（午後５時～午前８時３０分は留守番電話対応） 

中学校 午前８時～午後６時３０分 

（午後６時３０分～午前８時は留守番電話対応） 

＊学校行事等により変更される場合があります。なお、留守番電話対応の切り

替えは、手動で行います。設定時刻に誤差が生じる場合があります。ご了承

ください。 

＊冬季、学年末・春季・夏季休業期間中における応対時刻は、午後５時～午前

８時３０分となります。 

 

３ 教職員の退校時刻を各校で設定 

 業務員による施錠時刻  ○小学校：１８：３０  ○中学校：１９：００ 

 



 ４ 部活動ガイドラインの制定とそれに基づく活動 

（１）活動時間の設定 

○平日…２時間程度 休日…３時間程度 ＊朝練は原則廃止 

（２）休養日の設定 

 ○平日は少なくとも１日 

    ○週休日は少なくとも１日以上（週末にとれなければ振替える） 

（３）オフシーズンの設定 

 ○長期休業中１週間程度の連続した休みの設定 

    ○学校閉庁日には原則活動しない 

（４）大会前の例外 

 ○大会前及びコンクールの開催前２週間前に限り規定に限らず活動できる。 

   （定期テストや上限時間等の制限あり）。 

（５）自転車保険への加入 

 

 ５ 緊急連絡先  和光市教育委員会学校教育課 ０４８－４２４－９１４９ 

         ご連絡は、学校教育課担当又は市役所宿直につながります。緊急の場合には、

学校教育課より学校の管理職に連絡をとります。 


